
業務名称：●●●国●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

契約金額（本体契約分のみ）： 円

支払内容    支払予定時期    支払対象期間
支払予定金額  

（円） 

１   概算払１回目
（例）

2024年6月
2024年6月～12月

２   概算払２回目 2025年1月 2025年1月～3月

３   概算払３回目 2025年4月 2025年4月～12月

４   概算払４回目 2026年1月 2026年1月～3月

５   精算払 2026年5月

概算払についての補足説明

2024年6月版

支払計画書（概算払）

草の根技術協力事業 業務委託契約 契約約款 第１１条に定める概算払に関し、以下のと
おり計画する。

※支払対象期間を変更する場合（支払いの追加や削除を含む）には、３者打合簿での確認
が必要です。

１．支払計画

※概算払は、１会計年度に必要な経費について、年度に２回を上限目途とします。

※概算払の累積額は、契約金額の１０分の９を超えることができません。

※概算払毎に概算払の対象となる期間の終期の属する月の翌月末日までに支出状況報告書
を提出する必要がありますが、概算払最終回時の提出は不要です。精算払にあたっては、
履行期間終了日から起算して３０日以内に、経費精算報告書の提出が必要です。

調達管理番号：


